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本資料の目的・構成

【目的】

　

本資料は、日本年金機構におし、てこれまで確認した届出
誤りのうち、特に誤りが多い事例を紹介することで、事業
所の皆様に対し、届出時に留意いただくべき点について周
知を図ることを目的としています。

【構成】

　

本資料は、各テーマごとに「基本的な考え方」をＱ＆Ａ
形式でご説明した後に、日本年金機構においてこれまで確
認した届出誤りが多い事例を紹介します。



１報酬・賞与の範囲につし、て

【基本的な考え方】

問「報酬」・「賞与」にはどのようなものが含まれますか。

（答） 「報酬」及び「賞与」（以下「報酬等」とし、う。） は、健康保

　

険法第３条第５項及び第６項 （厚生年金保険法第３条

　

第１項第３号及び第４号）において「労働者が、労働の対

　

償として受けるすべてのもの」と規定されており、労働の対償とし

　

て経常的かつ実質的に受けるもので、被保険者の通常の生計

　

に充てられるすべてのものを包含するものです。

２



１報酬・賞与の範囲につし、て

具体的事例

①現実に提供された労働に対する対価に加え、給与規程等に基づ
し、て使用者が経常的 （定期的）に被用者に支払うものは、「報
酬等」に該当します。労働の提供と対償の支払が時間的に一致
する必要はなく、将来の労働に対するものや、病気欠勤中や休業
中に支払われる手当であっても労働の対償となり、「報酬等」に該
当します。また、雇用契約を前提として事業主から食事、住宅等
の提供を受けている場合（現物給与）も「報酬等」に含まれます。

【例】賃金、給料、俸給、賞与、インセンティブ、通勤手当、扶

　　

灘Ｊ

　

Ｉ－、管１１１１１１１手当、勤 務地手当、休職手当、休業

　　

手当、待命手当



１報酬・賞与の範囲につし、て

②労働の対償として受けるものでないものは、「報酬等」に該当し
ません。

【例】傷病手当金、労働者災害補償保険法に基づく休業補

　　

償、解雇予告手当、退職手当、内職収入、財産収

　　

入、適用事業所以外から受ける収入

（注） 退職手当は、毎月の給与や賞与に上乗せして前払いされ

　

る場合、被保険者の通常の生計に充てられる経常収入と扱

　

うことが妥当であり、「報酬等」に該当します。

４



１報酬・賞与の範囲につし、て
③事業主が負担すべきものを被保険者が立て替え、その実費弁
償を受ける場合、労働の対償とは認められないため、「報酬等」
に該当しません。

【例】出張旅費、赴任旅費

④事業主が恩恵的に支給するものは労働の対償とは認められな
し、ため、原則として「報酬等」に該当しません。

【例】見舞金、結婚祝し、金、鏡別金

⑤恩恵的に支給するものであっても、労働協約等に基づいて支給
されるもので、経常的 （定期的）に支払われる場合は、「報酬
等」に該当します。

【例】傷病手当金と給与の差額補填を目的とした見舞金

　　　

５



１報酬・賞与の範囲につし、て

⑥労働の対償として支給されるものであっても、被保

　

険者が常
態として受ける報酬以外のものは、「報酬一等」に含まれません

　

（支給事由の発生、支給条件、支給額等が不確定で、経常
的に受けるものではなし、ものは、被保険者の通常の生計に充て
られるものとは言えなし、ため）。
ただし、これに該当するものは極めて限定的です。

【例】大入袋

※ここまで挙げた【例】は一般的な場合を想定しており、その名称
だけでなく、実態に合わせて「報酬等」に該当するかどうか判断を
行います。

６



１報酬・賞与の範囲につし、て

【届出誤りが多い事例】
事例１ 賞与等が支払われたときに、賞与支払届が届出され

　　

てし、な い。

賞与等が支払われたときには、「被保険者賞与支払
届」の届出が必要です。
「被保険者賞与支払届」の対象となる賞与は、賃金、
給料、俸給、手当、賞与その他し、かなる名称であるか
を問わず、労働者が労働の対償として受けるもののう
ち、年３回以下の支給のものです。なお、年４回以上支
給されるものは標準報酬月額の対象とされ、また、労
働の対償とみなされない結婚祝金等は、対象外です。

※日本年金機構に登録してし、る賞与支払予定月に、し、ずれの被保険者及
び７０歳以上被用者に対しても賞与を支給しなかった場合は、「健康保

　

険・厚生年金保険 賞与不支給報告書」の提出が必要となります。
７



１報酬・賞与の範囲につし、て

【届出誤りが多し、事例】

事例２

　

給与規程等により支給することが定められてし、る手

　　

当につし、て資格取得時の報酬に含めてし、なし、。

資格取得時の報酬月額は、基本給の他に、通勤手当、
役職手当、扶養手当、住宅手当、超過勤務手当 （※） 等、
給与規程等により支給することが定められてし、る諸手当
など労務の対償となるすべての報酬を含みます。
※１ 超過勤務手当などの非固定的賃金は、同様の業務に従事する者を参
考として支給見込み額を算出し、報酬に加算する必要があります。

　

なお、超過勤務手当などの非固定的賃金につし忙、支給見込み額が
当初の算定額より増減した場合でも、資格取得時の報酬訂正はできま

　

せん。

※２

　

仮に、入社後に従業員から手当の申請が行われ、実態を確認したこ
とにより、初回の給与支給に間に合わず、翌月以降に支給された場合
であっても、 資 格 取 得 時の報 酬に含めて計 算します。
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１報酬・賞与の範囲につし、て

【届出誤りが多い事例】

事例３

　

給与規程等により支給することが定められてし、る

　

現物給与につし、て資格取得時の報酬に含めてし、なし、。

報酬または賞与のうち、通貨以外のもので支払われる
場合は、現物給与として資格取得時の報酬に含める必要
があります。
具体的には、住宅 （社宅や寮など）の貸与、食事、自
社製品、通勤定期券などで支給するものを現物給与とい
います。
※

　

現物給与の価額膿日本年金機構ホームページに掲載していますので、
参考としてください。

９



２ 短時間労働者の適用につし、て

【基本的な考え方】
問１ 短時間労働者を適用する要件を教えてくださし、。

（答） 特定適用事業所 （※）に勤務するパート・アルバイト
等の短時間労働者で下記①～④に該当する場合に、健康
保険・厚生年金保険の被保険者となります。
① １週の所定労働時間が２０時間以上であること。
② 所定内賃金が月額８．８万円以上であること。
③ 学生でないこと。
④ 雇用期間が２カ月を超えて見込まれること※ （通常の
被保険者と同じ）

（※） 特定適用事業所における、し、わゆる企業規模要件につし、ては、令和６年１０月１日
から、特定労働者の総数が常時１００人を超える企業から、常時５０人を超える企業に引
き下げられました。

１０



２ 短時間労働者の適用につし、て

問２所定労働時間が１か月 （１年）単位で定められてし、る場
　

　

口、１週間の所定労働時間をどのように算出すればよし、か教

　

えてくださし、。

（答）
●１か月単位で定められてし、る場合
１か月の所定労働時間を１２分の５２で除して算出します。
（１年間を５２週とし、１か月を１２分の５２週とし、１２分の
５２で除すことで１週間の所定労働時間を算出する）。

●１年単位で定められている場合
１年の所定労働時間を５２ｒで除して算出します。

１１



２ 短時間労働者の適用につし、て

問３就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間が

　

週２０時間未満である短時間労働者が、業務の都合等により

　

恒常的に実際の労働時間が週２０時間以上となった場合は、

　

どのように取り扱し壊すか。

（答） 実際の労働時間が連続する２月において週２０時間以上
となった場合で、引き続き同様の状態が続し、てし、る又は
続くことが見込まれる場合は、実際の労働時間が週２０時
間以上となった月の３月目の初日に被保険者の資格を取
得します。

１２



２ 短時間労働者の適用につし、て

問４ 最初の雇用期間が２月以内である短時間労働者は、当

　

該期間を超えて使用されることが見込まれることとして取り扱

　

われ、適用されることはなし、のか。

（答） 最初の雇用契約の期間が２月以内であっても、次の（ア） 又は（イ）に
該当する場合は、「２月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場
合」に該当するものとして、最初の雇用期間に基づき使用され始めた時に
被保険者の資格を取得することになります。 ・

　

（ア） 就業規則や雇用契約書その他の書面において、その雇用契約が「更

　　

新される旨」又は「更新される場合がある旨」が明示されてし、ること。

　

（イ） 同一の事業所において、同様の雇用契約に基づきされている者が、

　　

契約更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績があ

　　

ること。

　　

ただし、 （ア） 又は （イ） に該当する場合であっても、２月以内で

　　

定められた最初の雇用契約の期間を超えて使用しないことにっし、て労

　　

使双方が合意 （※）しているときは、「２月以内の雇用契約が更新さ

　　

れることが見込まれる場合」には該当しないことして取り扱し味す。
（※） 書面による合意 （メールによる合意も含む。） が必要となります。

１３



２ 短時間労働者の適用につし、て

問５所定内賃金が月額８．８万円以上の算定基礎となる賃金

　

には、どのようなものが含まれますか。

（答） 所定内賃金が月額８，８万円の算定対象は、基本給及
び諸手当で判断します。ただし、以下の①から④まで
の賃金は算入されません。
①臨時に支払われる賃金（結婚手当等）
② １月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与等）
③ 時間外労働に対して支払われる賃金、休日労働及び

　

深夜労働に対して支払われる賃金（割増等）
④ 最低賃金におし、て算入しないことを定める賃金 （精

　

皆勤手当、通勤手当及び家族手当）

１４



２ 短時間労働者の適用につし、て
【届出誤りが多い事例】
事例１

　

短時間労働者の労働時間が３か月目以降も加入基

　

準を超える状態が続し、てし、るにかかわらず、「被保

　

険者資格取得届」の提出がもれてし、る。

実際の労働時間が連続する２月におし、て週２０時間以
上となった場合で、引き続き同様の状態が続し、てし、る
場合は、実際の労働時間が週２０時間以上となった月の
３月目の初日に被保険者の資格を取得します。

【具体例】
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２ 短時間労働者の適用につし、て
【届出誤りが多い事例】

ロ

出
事例２

　

２月以内の雇用契約者につし、て、雇用契約書に「雇

　

用契約を更新する場合がある」旨の記載があるにもか

　

かわらず「被保険者資格取得届」を提出していなし、。

最初の雇用契約の期間が２月以内であっても、その
雇用契約が「更新される旨」又は「更新される場合が
ある旨」が明示されてし、る場合、「雇用契約が更新さ
れることが見込まれる場合」に該当するものとして、
最初の雇用契約に基づき使用され始めた時に被保険者
の資格を取得することになります。
ただし、２月以内で定められた最初の雇用契約の期
間を超えて使用しなしにとについて労使双方が書面に
よる合意してし、るときは、「２月以内の雇用契約が更
新されることが見込まれる場合」には該当しなしにと
して取り扱います。 １６



２ 短時間労働者の適用につし、て
【届出誤りが多い事例】

豆

出
事例３

　

短時間労働者として資格取得の要件に該当してし、

　　

たが、試用期間を設けてし、たため、試用期間終了後

　　

を資格取得日としてし、た。

健康保険・厚生年金保険の被保険者資格は、適用事
業所に使用されるようになった日から資格取得します。
「適用事業所に使用されるようになった日」とは、事
実上の使用関係が発生した日であるため、試用期間で
あっても被保険者資格を取得することとなります。
※

　

短時間労働者の事例として照会しておりますが、一般の被保険者に
つし、ても同様の考え方となります。

１７



３ 定時決定につし、て
【基本的な考え方】
１１

問１ 定時決定とはどのようなものですか。

（答） 実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じなし、

　

ように、すべての被保険者の標準報酬月額を毎年一回見直

　

します。これを定時決定といいます。

　

この定時決定を行うため、その年の４月、５月、６月に支払わ

　

れた、被保険者・被用者の報酬月額を「算定基礎届」により

　

届出する必要があります。届出された４月、５月、６月の３カ月

　

（いずれも支払基礎日数１７日以上 （※）の報酬月額の

　

平均額により標準報酬月額を決定し、その年の９月から翌年

　

８月までの各自に適用します。
※支払基礎日数とは、報酬の支払い対象となる日数のことで、時給・日給制の場

　

合は実際の出勤日数、月給・週給制の場合は暦日数で判断します。また、特定

　

適用事業所に勤務する短時間労働者は１１日以上ある月を算定の対象とします。

１８



３ 定時決定につし、て

【基本的な考え方】

問２ 支払基礎日数につし、て、例えば夜勤労働者で日をまたぐ

　

勤務を行ってし、る場合はどのように計算すべきですか。

（答） 夜勤労働者で日をまたしで労務に就し、てし、る場合は、以

　

下のように取り扱います。

①夜勤勤務者が月給で給与の支払し、を受けてし、る場合

　

一各自の暦日数を支払基礎日数とします。

②夜勤勤務者が日給で給与の支払し、を受けてし、る場合

一給与支払し、の基礎となる出勤回数を支払基礎日数とします。
ただし、変、形労働時間制を導入してし、る場合は、次ページ③
に 準 じ て 取 り 扱 い ま す。

　　　　　　　　　　　　　　　　　

１９



３ 定時決定につし、て

③夜勤勤務者が時給で給与の支払を受けてし、る場合

一各自の総労働時間をその事業所における所定労働時間で
除して得られた日数を支払基礎日数とします。

なお、勤務中に仮眠時間等が設けられている場合、これを

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

主 刀労働時間に含めるか否かは、その事業所の業務の実態、大
約内容、就業規則等によって仮眠時間等が給与支払し、の対
象となる時間に含まれてし、るかどうかを確認することで判断して
ください。

２０



３ 定時決定につし、て

問３ 給与の締め日が変更になった場合、変更月では支払基礎

　

日数が通常の月よりも増減することになるが、定時決定の

　

際にはどのように取り扱うべきですか。

（答） 給与締め日が変更になった場合は、以下のように

　

取り

　

扱います。

①支払基礎日数が増加する場合

支払基礎日数が暦日を超えて増加した場合、通常受ける
報酬以外の報酬を受けることとなるため、超過分の報酬を除
外した上で、その他の月の報酬との平均を算出し、標準報酬
月額を保険者算定します。

２１



３ 定時決定につし、て

（例）給与締め日が２０日から２５日に変更された場合

締め日を変更した月のみ給与計算期間が前月２１日～当月
２５日となるため、前月２１日～前月２５日の給与を除外し、締
め日変更後の給与制度で計算すべき期間 （前月２６日～当
月２５日）で算出された報酬をその月の報酬とします。

２２



３ 定時決定につし、て

②支払基礎日数が減少した場合

　

給与締め日の変更によって給与支給日数が減少した場合で

　

あっても、支払基礎日数が１７日以上であれば、通常の定時決

　

定の方法によって標準報酬月額を算定します。

給与締め日の変更によって給与支給日数が減少し、支払
基礎日数が１７日未満となった場合には、その月を除外した上
で報酬の平均を算出し、標準報酬月額を算定します。

２３



３ 定時決定につし、て

問４ 基本給や諸手当の支払月が変更となった結果、通常の月

　

よりも給与額が増減する場合がありますが、定時決定の際

　

にはどのように取り扱うべきですか。

（答） 給与や諸手当の支払い月が変更になった場合は、以下

　

のように取り扱います。

①翌月払し、の給与や諸手当が当月払し、に変更された場合

翌月払いの給与もしくは諸手当が当月払いに変更された場
合は、変更月に支給される給与等に重複分が発生するが、
制度変更後の給与等がその月に受けるべき
給与であるとみなし、変更前の給与は除外した上で４、５、
６月の平均を算出し、標準報酬月額を算定します。

２４



３ 定時決定につし、て

（例）４月支給の給与より、「２５日締め翌月末払し、」の給与が

　

「２５日締め当月末払し、」に変更された場合

制度の変更に伴い、４月支給の給与は２月２６日～３月２５
日分と、３月２６日～４月２５日分の給与となりますが、制度変
更後の給与が本来その月に受けるべき給与であるとみなし、２
月２６日～３月２５日の給与を除外し、支払日変更後の給与
制度で計算すべき期間 （３月２６日～
４月２５日）により算出した報酬を４月の報酬とします。

２５



３ 定時決定につし、て

②当月払し、の諸手当が翌月払し、に変更された場合

当月払し、の諸手当が翌月払いに変更された場合は、変更月
には諸手当が支給されないこととなりますが、その月は算定の対
象から除き、残りの月に支払われた報酬で定時決定を行し、ます。

２６



３ 定時決定にっし、て
【届出誤りが多し、事例】

定
、多

隣酬
し

事例１

　

報酬月額に含めるべき手当を含めずに算定基礎届

　

を提出してし、る。

算定基礎届の報酬月額については、４月、５月、６
月に実際に支払われた給与 （支払基礎日数が１７日以上
の月が対象）を基に計算します。
報酬には「労働者が労働の対償として受けるすべ
て」を算入するため、労働者が受ける手当等が報酬に
あたるかどうかは就業規則、賃金規程等の内容や支給
の状況等に応じて判断します。

２７



３ 定時決定につし、て
【届出誤りが多い事例】
事例２

　

従業員の申請遅れにより、算定基礎届の対象月に

　

遡って手当を支給したが、算定基礎届の訂正届を提

　

出してし、なかつた。

従業員の申請遅れ等により、本来支給するべき月に
手当を支給できず、その手当を遡って支給した場合は、
支給した月ではなく、本来支給するべき月の報酬に算
入する必要があります。
そのため、本来支給するべき月に算定基礎届や月額
変更届の対象月がある場合は、遡った手当を含めて算
入し直すことが必要です。
また、遡った手当を支給した月を起算月として月額
変更届の判断をしている場合は、本来支給するべき月
を起算月として月額変、更を判断します。 ２８



４ 随郭寺ｉ改元１につし、て

問１ 随時改定に該当する要件を教えてくださし、。

（答） 次の３つの条件の全てに該当する場合、随時改定

　

に該当するため「被保険者報酬月額変更届」の提出

　

が必要です。

　

①昇 （降） 給など固定的賃金に変動があった

　

②変動月以後３か月の報酬の平均月額が従前の標準

　

報酬月額との間に２等級以上の差が生じた

　

③変動月以後３か月の報酬の支払基礎日数がし、ずれ

　

も１７日以上であった

（固定的賃金変動の例）

．昇給 （ベースアッカ

　

、降給 （ベースダウン）
・給与体系の変更（日給から月給への変更など）
・日給や時間給の基礎単価の変更（日当、単価）
・請負給、歩合給などの単価、歩合率の変更
・家族手当、住宅手当、役付手当など固定的な手当が新たに支給されたり、

　　　　　　　

２９支給額が変わったとき



４ 閥郭寺ｉ改喧Ｅにつし、て

問２ （従業員から役員になるなど）身分変更が行われた結果、

　

基本給が上がり（又は下がり）、（超過勤務）手当が廃

　

止（又は新設）された場合で、各々の固定的賃金の変動

　

が実際に支給される給与への反映月が異なる場合におし、

　　

て、起算月はどのように取り扱し、ますか。

（答） 身分変更が行われた結果、複数の固定的賃金の変動が

　

生じ、各々の固定的賃金の変動が実際に支給される給与へ

　

反映する月が異なる場合は、変動後の各々の固定的賃金が

　

給与に実績として反映された月をそれぞれ起算月とします。

（例）役員昇格による昇給と役員昇格による残業手当の廃止（昇給月の翌月反映）

一昇給に係る随時改定は昇給月が起算月となり、手当廃止による随時改定は反映月 （昇給月
の翌月）を起算月として別の随時改定としてとらえます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３ ０



４ 園ＩＨ寺ｉ改白正につし、て

問３ 基本給（時間給）に変更はありませんが、勤務体系（契

　

約時間）が変更になる場合、随時改定の対象となりますか

（例）
基本給 ：ＩＨ

　

２′０００円 一２′０００円 （変更なし）
期柳川‘ｉ１＝１日

　

８時間

　

一６．５時間 （変更あり）
：１月

　

２０日

　　

一 ２０日

　

（変更なし）

（答） 時給単価の変動はなく、契約時間が変わった場合、固定

　

的賃金の変動に該当するため、随時改定の対象となります。

３１



４ 随時改定につし、て

問４ 超過勤務手当の支給単価（支給割合）が変更された場

　

合は、随時改定の対象となりますか。

（答） 超過勤務手当にっし、ては、個々人や月々の稼働状況に

　

よって時間数が不確定であるため、単に時間の増減があった

　

場合は随時改定の対象とはなりませんが、支給単価 （支給

　

割合）が変更となった場合は随時改定の対象となります。

３２



４ 隣ＩＨ寺ｉ改－証１につし、て

問５超過勤務手当等の非固定的手当が廃止された場合、随

　

時改定の対象となりますか。

（答） 非固定的手当であっても、その廃止は賃金体系の変更

　

に当たるため、随時改定の対象となります。

問６固定的賃金が上昇したものの、超過勤務手当等の非固

　

定的賃金が減額したために結果的に２等級以上報酬月額

　

が下がった場合、随時改定の対象となりますか。

（答） 固定的賃金の増額・減額と、実際の平均報酬月額の増

　

額・減額が一致しない場合、随時改定の対象とはなりません。

３３



４ 随郭寺ｉ故陰１について

問７ 給与計算期間の途中で昇給した場合、どの時点を起算月

　

として随時改定の判断を行しばすか。
例：当月末締め翌月末払し、の給与で、当月１５日以降の

　　

給与単価が上昇した場合。

（答） 昇給・降給した給与が実績として１か月分確保された月

　

を固定的賃金変動が報酬に反映された月として扱し、、それ

　

以後３か月間に受けた報酬を計算の基礎として随時改定

　

の判断を行います。

例示の場合であれば、給与単価が上昇した翌月支払の給
与は単価上昇の実績を１か月分確保できていないため、
翌々月を３か月の起算点として随時改定の可否を判断しま
す。

３４



４ 随ＩＨ寺ｉ改陰１につし、て

問８非固定的賃金が新設された月に、非固定的賃金が支払

　

われる条件が達成されなかったために初回の支払が０円と

　

なりましたが、次月以降は実際に支払いが生じたような場

　

合、起算月の取扱し、はどのようになりますか。

（答） 新たに非固定的賃金の新設がなされたことによる賃金体系の変更を随

　

時改定の契機とする際は、その非固定的賃金の支払の有無にかかわらず、

　

非固定的賃金が新設された月を起算月とし、以後の継続した３か月間の

　

いずれかの月において、当該非固定的賃金の支給実績が生じていれば、

　

随時改定対象となります。

なお、非固定的賃金の新設以後の継続した３か月間に受けた報酬のい
ずれにも当該非固定的賃金の支給実績が生じていなければ、報酬の変
動要因としてみなすことができないため、随時改定の対象とはなりません。ま
た、その場合には当該非固定的賃金の支給実績が生じた月を起算月とす
ることにもなりません。

３５



４ 隣邦寺ｉ改１証１について

例１
手当新 設

　　　　　　　　　

月 変 該当
対象となるケース

１０万

　　　

１０・ヴ

　　　

１０万

　　　

１０・万 １０万

　　　　

１０．ヴ

　　　　

１０万

一列星

　

， 〕対象とならないケース

イラリ２：

対象とならないケース

　　　　　　　　　　　　　　

月変の対象とはならない

（残業等により２等級以上差が

手当新設

　　　　　

あっだと しても）

ｌｏ万

手当

１０万

　　　

１０ 万

　　　

１０万

　　　

１０・万 １０万

　　　

１０万 １０万

３６
起算月とはならない



４ 随時改定につし、て
【届出誤りが多い事例】
事例１

　

新たに固定的に支払われる手当を創設し、支給を

　　

開始したが、「被保険者報酬月額変更届」が届出さ

　　

れてし、ない。

新たに創設した固定的手当の支給開始により、次の３つの
条件の全てに該当する場合、随時改定に該当するため「被
保険者報酬月額変更届」の提出が必要です。
①昇（降） 給など固定的賃金に変動があった
②変動月以後３か月の報酬の平均月額が従前の標準
報酬月額との間に２等級以上の差が生じた
③変動月以後３か月の報酬の支払基礎日数がし、ずれ
も１７日以上であった

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３ ７



４ 随時改定につし、て
【届出誤りが多し、事例】
事例２

　

非固定的賃金の単価を変更により、随時改定の要

　

件に該当したが、「被保険者報酬月額変更届」の提

　

出がされてし、なし、。

非固定的賃金の単価変更した場合、固定的賃金の変動
に該当します。そのため、非固定的賃金の単価変更以後３
か月の報酬の平均月額が従前の標準報酬、１月額との間に２
等級以上差が生じ、かつ非固定的賃金の単価変更以後３
か月の報酬の支払基礎日数がいずれも１７日以上である場
合には「被保険者報酬月額変更届」の提出が必要となります。

３８



【参考】公的年金の普及・啓発動画
－
－；
ｒ；；：′ニニニ””▲雨ｗＭ＝：：＝．

ー
、：：ニニ
ーニニ：ごニニ””；

一ご：；－；－
－｝＝ｒ【－”ｆｈ

”・こ▼；こ一二酢：＝ニニ：－
ー
～
””＝；ー－
禍二ご二二＝：；：：：；＝：ニーニヱー

　

▼”“；＝－：二
Ｍ；一

　

一″－－…：；→
而：：ニニ

　

：ｒ▼：：＝▼“：：＝：二：“．ニ
ーニ閏；

　

－
ー＝－：＝＝＝

　

公的年金制度の普及・啓発を図るため、厚生労働省や日本年金機構では様々な動画を作成してし味す。その一部をしご紹介します。

国国璽基！度金のはなし
知っておきたし、年金のはなし（冊子）の内容をわかりやすく
解説した動画です。
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公的年金はみんなの強い味方

公的年金制度のメリットや国民年金保険料の納付方法および免除・猶予制度について説
明した全３話のアニメーション動画です。主人公ショウ君と家族の会話を通じて、公的年金
制度を気軽に知ることが きますので、ぜひし帽覧ください。

【第１話

　

老後の番うしに安心を】

　　　

【第２話

　

若し、皆さんのもしもの時に安心を】

　　　

【第３話

　

初めての国民年金】

　　　　　

公的隼豊○

　

付せ’－－

【約２４分】
ＱｕｉｚＫｎｏｃｋーこよる年金クイズ動画

　　　　　

－ …
１

厚生労働省とＱｕｉｚＫｎｏｃｋで年金について学べる動画を作成しました。年金の種類、
物価の変動に関する問題等、年金につし、てクイズ方式で楽しく学ぶこと力礎さます。

【第１弾（約１５分）】

　

【第２弾（約１８分）］

　

【第３弾（約２４分）】

　

【第４弾（約２４分）】
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【外国語版６言語（それぞれ１５分前後）】
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【参考】「わたしと年金」エッセイ

１「わたしと年金」エッセイの募集

日本年金機構は、厚生労働省と協力して、１１月を「ねんきん月間」、１１月３０日 （し、し、みら

い）を「年金の日」とし、皆さまに年金制度に対する理解を深めていただくため、公的年金制度

の普及や啓発活動を展開してし、ます。
この取り組みの一環として、広〈皆さまから公的年金をテーマ｛こした工・火〆を募集※しています。
※毎年度６月１日～９月上旬の間募集しています。

・’
・
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これまでの受窟作品や朗読動画を機構…（こ掲戴しています。 鴎 露

　　

それぞれ以下の；次元コードまた凶以下のＵＲＬ力、らし
祁覧ください。
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「わたしと年金」エッセイアニメーション動画

「わたしと年金」エッセイの受賞作品をアニメーション

化し、日本年金機構ホームページに掲載しています。
年金について学生の方や現役世代の方の体験談の
エッセイを動画としていますので、ぜひ」

帽覧ください。

ず

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

…以下の二次元コードまたはＵＲーヵ^らごコ魔ください。

鯉 脚 鵬ｎｋｍｏｔｏ 園…
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「わたしと年金」エッセイアニメーション動画特設案内ページ
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今だからこそ、 伝えたい。
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【参考】年金のお問し、合わせ窓口・日本年金機構公ｉｉ：～ｒｈのご案内
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年金のお問い合わせ窓口のご案内

　　　　　　　　

一
二］

日本年金機構には、年金記録の確認や年金見込み額の試算ができる「ねんき／》ネ切ト」や、よくあ
るお問し、合わせにつし、てチセット形式で２４時間相談できる「ねんきんチセットポット」等のオンライン
サービスのほか、「ねんきんダイヤル」や「ねんきん加入者ダイヤル」等の電話での相談窓口や、「年
金事務所」等の対面での相談窓口があります。
日本年金機禍ｂホームページには、これらのサービスを一覧にした「年金のお問し、合わせ窓口一覧」

醐 意していますｏ

　　　　　　　

園年金に関する手続きや相談を

　　　

…

　

ｂ其態－辺ｗｗｗ』即速ｉ止９ＰＬ即

行う際に、ぜひご利用ください。

　　

… ［Ｑ型鴇姻・血：幽囚型ｕぬいｉｉ麹頃迅鼠皿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　

　　

　

　

　　

　　　

　　　　三

　

年金のお問し、合わせ窓口一覧特設案内ページ

：日本年金機構公式ｓＮｓのご案内

　　　　　　　　　　

１

日本年金機構では、Ｘ（旧Ｔｗ三代ｅｒ） 及びＦａｃｅｂｏｏｋを活用して、公的年金に関する制度周

知、各種手続き、お送りする通知書の情報など、お客様のお役に立つ様々な情報を発信してい
ます。ぜひフオ□－してしご活用ください！
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的年金シミュレーターにつし、て

働き方・誓うし方の変化に応じて、将来受給可能な年金額を簡単に試算できるツール「公的年金シミュレーター」を提供してし味す。
できなし、２０歳未満の方でも利用することができますので、ぜひご利用ください。

ズ な 操 作 性

　　　　　　　　　　　　　　　　　

働 き 方・暮 らし 方 に 応 じた シミュレー ション

　

すき方・ｎうし万の入力
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税・社会保険料額試算の画面イメージ
個人情報は記録されず、画面を閉じると、データ

　　　　

な傘受聡醐蛤点の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

税．社会保険口甑の演算
は消去されるため、安心して利用できる

、試算画面

ことで、年金額の変化が－

　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

税．社会保険料額の試算機能を搭載済

　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　

　

　
ｆ‐：ーて‘▼－１：－－■－；▼

　

二：

　　

つ「：：Ｔ

　

一文：－
：

　

メ

　

ー’′

　

；：：；‘ｒ．′－▼”：ケ．・′：－－’；－－，ｔ・′ｒｔＦ

　

ー＼ニハーー－－，「

　

－－

　

，．・

　　　　　

ノ

　

？

　

－

　

ー

　

７

謡式にパージ

醗ーにつし、ては、こちらの二次元］－ドからアクセスくださし、。 弓
（ｈ代Ｐｓ：／／ｎｅｎｋｉｎ～ｈ了ｓａｎ．ｍｈｌｗ，９０，ｊｐ／）
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